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Facebook ページ 「島原旅たより」相互シェアネ ットワーク会員の募集について

標記のことについて、下記のとおりお知らせします。

記

1, 概要

フェイスブックページ「島原旅たより」で島原の旬の情報を積極的かつリアル
タイムに発信することを目的に、団体・企業が運用するフェイスブックページ

と互いにシェアを行うネットワークの会員を募集する。

2. ネットワークへの加入方法

申込書をしまばら観光おもてなし課へ 12 月 2 8 日までにメールで提出する。

3, 加入の要件

原則として島原市内で活動している団体または企業等であること。

4, その他

詳細は、添付資料を参照
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平成 2 8年
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「島原旅たより」
相互シェアネットワーク
会員を募集します !
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お問い合わせ先
しまばら観光おもてなし課
0957 3-1111(内線 212,214)

島原市の観光情報を発信するFacebookページ「島原旅
たより」と相互シェアを行う団体・企業の Facebookペー
ジを募集します。詳細は下記の通りです。一緒に島原
市の観光情報を発信しましょう!

1.ネットワークへの加入方法

申込書をしまばら観光おもてなし課へ12月28日まで
に メー ル で 提 出 。提 出 先 ‐kanko@c1ty ‐sh1mabara lg」p

※メールのタイトルは、「島原旅たより相互シェアネッ
トワークの加入」とし、メール送信後、3日以上 (土・

日・祝日の除く)たっても、しまばら観光おもてなし課

から返信がない場合‐電話で問い合わせること。
2‐加入の要件

原則として島原市内で活動している団体または企業
等であること。個人の加入は認めない。

3‐会員の期間

2月1日から翌年の1月31 日まで
4. その他

申込書は島原市役所ホームページからダウンロード
できます。詳細について、フェイスブックページ「島原

旅たより」相互シェアネットワークに関する要項をご覧
ください。



Facebook ページ「島原旅たより」相互シェアネットワーク

①ネットワーク会員の募集

概要 :フェイスブックページ「島原
旅たより」で島原の旬の情報を積
極的かつリアルタイムに発信する
ことを目的に、団体・企業が運用
するフェイスブックページとのシェ
アを行うしくみを構築する。
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③メール受け取りの連絡

④会員登録の連絡
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報等の記事を互いにシェア
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山鳥刀蓑、方衰左こより


